
 

 

  

熊本市マンション管理規約整備支援事業補助金交付要綱 

 

制定 平成３１年 ３月３１日      市長決裁 

改正 令和 ２年 ４月 １日震災住宅支援課長決裁 

令和 ４年 ３月２３日  住宅政策課長決裁 

令和 ５年 ４月 １日  住宅政策課長決裁 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市におけるマンションの適正な管理運営を促進し、もって良好な住環境の形

成を図るため、熊本市マンション管理規約整備支援事業に係るマンションの管理組合に対する補助

金（以下「補助金」という。）を交付するに当たり、必要な事項を定めるものとする。 

 

（用語の定義）  

第２条 この要綱における用語の意義は、建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号。

以下「区分所有法」という。）及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第

１４９号）に定めるもののほか、次に定めるところによる。 

(1) 熊本市マンション管理規約整備支援事業 マンションの管理組合がマンションの管理に関し、

専門的知識を有する者と契約して行う管理規約整備に要する費用の一部を熊本市が助成する事業

をいう。 

(2) 管理規約 区分所有法第３条の規定により定められた規約をいう。 

(3) 専門的知識を有する者 マンション管理士のほか、マンションの権利・利用関係や建築技術に

関する専門家である、弁護士、司法書士、建築士、行政書士、公認会計士、税理士等の国家資格取

得者、その他市長が専門的な知識を有する者と認めた者をいう。 

(4) 補助事業者 この要綱に基づく補助金の交付の承諾を受けた管理組合をいう。 

(5) 管理規約整備 区分所有者による協議により管理規約を新たに作成又は改正しようとすること

をいう。 

 

（補助対象マンション） 

第３条 補助金の交付の対象となる管理規約整備を行うマンションは、原則として次に掲げる全ての

要件を満たすマンションとする。 

(1) 熊本市内に所在するマンション 

(2) 専門的知識を有する者と契約し、区分所有者による協議により管理規約整備を行おうとするマ

ンション 

(3) 過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けて管理規約整備を実施したことがないマンション 

(4) 熊本市とマンション管理組合とのネットワークの形成維持をするための登録要綱に基づき登録

されたマンション 

 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が補助金の交付の対象と認めるマンションは、補助対象とするこ

とができる。 



 

 

  

 

（補助対象経費） 

第４条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、管理規約整備に要する費用（消

費税を含まない額）とし、当該経費の額が２０万円を超えるときは、２０万円を限度とする。 

 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、前条の規定により算出した補助対象経費の２分の１以内の額（千円未満の額

を切り捨てた額）とし、申請に基づき予算の範囲内でこれを行う。 

 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助金交付申請書（様式第

１号）に次に掲げる関係書類を添えて、管理規約整備に係る契約を締結する前に、市長に提出しな

ければならないこととする。 

(1) 申請について区分所有者で合意されたことを確認できる書類 

(2) 見積書の写し（管理規約整備の費用がわかるもの） 

(3) 業務計画書（管理規約整備を行うための作業項目やその内容、区分所有者による協議の実施時

期や回数、などが記載された計画書） 

(4) 管理規約整備の受託者が専門的知識を有することを確認できる書類 

(5) その他市長が必要と認める書類 

 

（承諾等） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交

付を決定し、補助金交付承諾（不承諾）通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとす

る。この場合において、市長は、必要な条件を付することができる。 

 

（契約締結及び管理規約整備の実施等） 

第８条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けた後、専門的知識を有する者と管理規約整備の

実施に関する契約を締結するものとする。 

２ 前項の契約の締結後、管理規約整備に着手するものとする。 

 

（着手届） 

第９条 補助事業者は、管理規約整備に係る契約を締結したときは、契約締結の日から１０日以内に

着手届（様式第３号）に次に掲げる関係種類を添えて、市長に提出しなければならないこととす

る。 

 (1) 管理規約整備に係る契約書の写し 

 (2) その他市長が必要と認める書類 

 

（変更交付申請） 



 

 

  

第１０条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、補助金交付変更承諾申請書

（様式第４号）に次に掲げる関係書類を添えて、変更契約を締結する前に、市長に提出し、市長の

承諾を得なければならないこととする。 

(1) 変更の内容がわかる書類 

(2) 変更見積書（補助金額の変更を行う場合） 

(3) 変更後の業務計画書（完了予定日の変更を行う場合） 

(4) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を補助金交付変更

承諾（不承諾）通知書（様式第５号）により補助事業者に通知するものとする。この場合におい

て、市長は、必要な条件を付することができる。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第１１条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに補助事業中止

（廃止）届（様式第６号）により市長に届け出なければならないこととする。 

２ 市長は、前項の規定による届出があった場合において、補助事業を完了することができないと認

めるときは、補助金の交付承諾を取り消すことができる。 

 

（補助事業の遂行） 

第１２条 補助事業者は、補助金の交付承諾の内容及びこれに付された条件に従い、適切に補助事業

を遂行しなければならないこととする。 

 

（状況報告） 

第１３条 補助事業者は、補助事業の遂行状況に関し、市長の要請があったときは、速やかに市長に

報告しなければならないこととする。 

 

（完了実績報告） 

第１４条 補助事業者は、管理規約整備が終了したときは区分所有者の議決を経て、速やかに完了実

績報告書（様式第７号）に次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならないこととす

る。 

(1) 整備された管理規約の写し 

(2) 協議録 

(3) 整備された管理規約について区分所有者の議決を経たことを証する書類 

(4) その他市長が必要と認める書類 

 

（補助金の額の確定） 

第１５条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは

補助金の額を確定し、補助金額確定通知書（様式第８号）により補助事業者に通知するものとす

る。 

 



 

 

  

（補助金の請求及び交付） 

第１６条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、前条の規定による額の確定を受けた後に、

補助金交付請求書（様式第９号）に管理規約整備に係る領収書の写しを添えて、市長に提出しなけ

ればならないこととする。 

２ 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を確認し、速やかに補助金を交付するものとす

る。 

 

（交付承諾の取消し） 

第１７条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付承諾

の全部又は一部を取り消すことができる。第１５条の規定による額の確定を行った後においても同

様とする。 

(1) 虚偽その他の不正の行為により第７条の規定による交付承諾を受けたとき。 

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

２ 市長は、第１１条第２項又は前項の規定により補助金の交付承諾を取り消したときは、補助金交

付承諾取消通知書（様式第１０号）により補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第１８条 市長は、前条第２項の規定による通知の前に、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が

交付されているときは、補助事業者に対し、補助金返還命令書（様式第１１号）により期限を定め

てその返還を命ずることができる。 

 

（補助金の経理） 

第１９条 補助事業者は、補助事業に係る経費についての収支の事実を明確にした根拠書類を整備

し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存しなければ

ならないこととする。 

２ 補助事業者は、市長が必要と認めるときは、前項の書類を提示しなければならないこととする。 

 

（管理運営状況の報告） 

第２０条 補助事業者は、補助事業完了後において、次年度から２年間、管理運営状況報告書（様式

１２号）により市長へ管理運営状況報告書を提出しなければならないこととする。 

２ 市長は、提出された管理運営状況報告書を公表できるものとする。 

 

（補則） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 



 

 

  

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

様式第１号（第６条関係） 

     年  月  日 

熊本市長          （宛） 

 

申請者  住所 

補助事業者名 

                     代表者                    印 

                     連絡先 

 

補助金交付申請書 

 

熊本市マンション管理規約整備支援事業の補助金の交付を受けたいので、熊本市マンション管理規約

整備支援事業補助金交付要綱第６条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 対象マンション 

所在地         熊本市     区 

 

マンションの名称 

 

２ 補助対象経費       金           円 

 

３ 補助金交付申請額     金           円 

 

４ 完了予定日            年   月   日 

 

５ 添付書類 

(1) 申請について区分所有者で合意されたことを確認できる書類 

(2) 見積書の写し（管理規約整備の費用がわかるもの） 

(3) 業務計画書（管理規約整備を行うための作業項目やその内容、区分所有者による協議の実施

時期や回数などが記載された計画書） 

(4) 管理規約整備の受託者が専門的知識を有することを確認できる書類 

(5) その他市長が必要と認める書類 



 

 

  

様式第２号（第７条関係） 

第     号 

     年  月  日 

 

申請者 

 補助事業者名 

 

代表者              様 

 

熊本市長            印 

 

 

補助金交付承諾（不承諾）通知書 

 

    年  月  日付けで申請のあった熊本市マンション管理規約整備支援事業の補助金につ

いては、熊本市マンション管理規約整備支援事業補助金交付要綱第７条の規定により、下記のとおり交

付を承諾（不承諾と）したので通知します。 

 

記 

 

１ 対象マンション 

所在地       熊本市     区 

 

マンションの名称 

 

２ 交付承諾額 

補助対象経費    金           円 

 

   交付承諾額     金           円 

 

３ 完了期限           年   月   日 

 

４ 交付条件 

 

５ 不承諾の場合、その理由 

 

※ 熊本市マンション管理規約整備支援事業補助金交付要綱を遵守してください。 

※ この要綱に違反したときは、この承諾の取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部

の返還を求めることがあります。 



 

 

  

様式第３号（第９条関係） 

      年  月  日 

 

熊本市長          （宛） 

 

申請者  住所 

補助事業者名 

                     代表者                    印 

                     連絡先 

 

着手届 

 

    年  月  日付け      第      号で補助金交付承諾通知のあった熊本市

マンション管理規約整備支援事業について、熊本市マンション管理規約整備支援事業補助金交付要綱第

９条の規定により、関係書類を添えて着手届を提出します。 

 

記 

 

１ 対象マンション 

所在地    熊本市     区 

 

マンションの名称 

 

２ 着手日            年  月  日（契約日） 

 

３ 完了予定日          年  月  日 

 

４ 添付書類 

 (1) 管理規約整備に係る契約書の写し 

 (2) その他市長が必要と認める書類 

 



 

 

  

様式第４号（第１０条関係） 

     年  月  日 

 

熊本市長          （宛） 

 

申請者  住所 

補助事業者名                  

                     代表者                    印 

                     連絡先 

 

補助金交付変更承諾申請書 

 

    年  月  日付け      第      号で補助金交付承諾通知のあった熊本市

マンション管理規約整備支援事業について、下記のとおり変更したいので熊本市マンション管理規約整

備支援事業補助金交付要綱第１０条第１項の規定により申請します。 

 

記 

 

１ 対象マンション 

所在地        熊本市     区 

マンションの名称 

 

２ 補助金額 

既交付承諾額     金           円 

変更増減額      金           円 

変更交付申請額    金           円 

 

３ 完了予定日 

   既交付承諾通知に付された完了期限       年   月   日 

   変更完了予定日                年   月   日 

 

４ 変更理由 

 

５ 添付書類 

(1) 変更の内容のわかる書類 

(2) 変更見積書（補助金額の変更を行う場合） 

(3) 変更後の業務計画書（完了予定日の変更を行う場合） 

(4) その他市長が必要と認める書類 



 

 

  

様式第５号（第１０条関係） 

第     号 

     年  月  日 

申請者 

 補助事業者名 

 

代表者              様 

熊本市長            印 

 

補助金交付変更承諾（不承諾）通知書 

 

    年  月  日付けで申請のあった熊本市マンション管理規約整備支援事業の変更につい

ては、熊本市マンション管理規約整備支援事業補助金交付要綱第１０条第２項の規定により、下記のと

おり承諾（不承諾と）したので通知します。 

 

記 

１ 対象マンション 

所在地        熊本市     区 

マンションの名称 

 

２ 補助金交付変更額 

既交付承諾額     金           円 

変更交付承諾額    金           円 

 

３ 完了期限 

   既交付承諾通知に付された完了期限     年   月   日 

   変更承諾完了期限             年   月   日 

 （※ 年度繰越となる場合は、国費について翌年度にわたる債務負担の承認がなされる以前におい

ては、次の内容の通知を行い、承認後に改めて上記の通知を行う。） 

 変更完了期限 

   国費について翌年度にわたる債務負担を承認されるまでは、  年  月  日を変更後の完

了期限とみなし、承認後に別途通知する。 

 

４ 交付条件 

 

５ 不承諾の場合、その理由 

※ 熊本市マンション管理規約整備支援事業補助金交付要綱を遵守してください。 

※ この要綱に違反したときは、この承諾の取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の

返還を求めることがあります。 



 

 

  

様式第６号（第１１条関係） 

     年  月  日 

 

熊本市長          （宛） 

 

申請者  住所 

補助事業者名 

                     代表者                    印 

                     連絡先 

 

補助事業中止（廃止）届 

 

    年  月  日付け      第      号で補助金交付承諾通知のあった熊本市

マンション管理規約整備支援事業については、下記のとおり中止（廃止）したいので熊本市マンション

管理規約整備支援事業補助金交付要綱第１１条第１項の規定により届け出ます。 

 

記 

 

１ 対象マンション 

所在地         熊本市     区 

 

マンションの名称 

 

２ 中止（廃止）理由 



 

 

  

様式第７号（第１４条関係） 

     年  月  日 

 

熊本市長          （宛） 

 

申請者  住所 

補助事業者名 

                     代表者                    印 

                     連絡先 

 

完了実績報告書 

 

    年  月  日付け      第      号で補助金交付承諾通知のあった熊本市

マンション管理規約整備支援事業が完了したので、熊本市マンション管理規約整備支援事業補助金交付

要綱第１４条の規定により、関係書類を添え下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 対象マンション 

所在地       熊本市     区 

 

マンションの名称 

 

２ 交付承諾額      金           円 

 

３ 完了期限           年   月   日 

 

４ 添付書類 

(1) 整備された管理規約の写し 

(2) 協議録 

(3) 整備された管理規約についての議決書 

(4) その他市長が必要と認める書類 



 

 

  

様式第８号（第１５条関係） 

 第   号 

     年  月  日 

 

申請者 

 補助事業者名 

 

代表者              様 

 

熊本市長            印 

 

 

補助金額確定通知書 

 

    年  月  日付けで完了実績報告のあった熊本市マンション管理規約整備支援事業の補

助金については、熊本市マンション管理規約整備支援事業補助金交付要綱第１５条の規定により、下記

のとおり補助金の額を確定したので通知します。 

 

記 

 

１ 対象マンション 

所在地       熊本市     区 

 

マンションの名称 

 

２ 交付確定補助金額   金            円 

 



 

 

  

様式第９号（第１６条関係） 

     年  月  日 

熊本市長          （宛） 

 

申請者  住所 

補助事業者名 

                     代表者                    印 

                     連絡先 

 

補助金交付請求書 

 

    年  月  日付け      第      号で補助金額確定通知のあった熊本市マ

ンション管理規約整備支援事業の補助金について、熊本市マンション管理規約整備支援事業補助金交付

要綱第１６条第１項の規定により、関係書類を添え下記のとおり請求します。 

 

記 

１ 対象マンション 

所在地       熊本市     区 

マンションの名称 

 

２ 請求金額       金            円 

 

３ 口座振込先 

金融機関名 

銀 行  

金 庫  

農 協  

本 店  

支 店  

出張所  

預金種別 普通 ・ 当座 ・ その他 口座番号  

フリガナ  

口座名義  

４ 添付書類(1)  管理規約整備に要した領収書の写し 



 

 

  

様式第１０号（第１７条関係） 

第     号 

     年  月  日 

 

申請者 

 補助事業者名 

 

代表者              様 

 

熊本市長            印 

 

 

補助金交付承諾取消通知書 

 

    年  月  日付け      第      号で交付承諾をした熊本市マンション管

理規約整備支援事業の補助金については、熊本市マンション管理規約整備支援事業補助金交付要綱第１

１条第２項及び第１７条第１項の規定により、下記のとおり取り消したので第１７条第２項の規定によ

り通知します。 

 

記 

 

１ 対象マンション 

所在地    熊本市     区 

 

マンションの名称 

 

２ 交付承諾額      金            円 

 

３ 交付承諾取消額    金            円 

 

４ 取消理由 

 



 

 

  

様式第１１号（第１８条関係） 

第   号 

     年  月  日 

 

申請者 

 補助事業者名 

 

代表者              様 

 

熊本市長            印 

 

 

補助金返還命令書 

 

    年  月  日付け      第      号で取り消した熊本市マンション管理規

約整備支援事業の補助金については、熊本市マンション管理規約整備支援事業補助金交付要綱第１８条

の規定により、下記のとおり返還を命じます。 

 

記 

 

１ 対象マンション 

所在地        熊本市     区 

 

マンションの名称 

 

２ 返還額         金            円 

 

３ 返還期限             年   月   日 

 

４ 返還理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

様式第１２号（第２０条関係） 

     年  月  日 

 

熊本市長          （宛） 

 

申請者  住所 

補助事業者名 

                     代表者                    印 

                     連絡先 

 

管理運営状況報告書 

  

    年  月  日付けで完了実績報告をおこなった熊本市マンション管理規約整備支援事業

について、熊本市マンション管理規約整備支援事業補助金交付要綱第２０条第１項の規定により、関係

書類を添え下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 対象マンション 

所在地        熊本市     区 

 

マンションの名称 

 

２ 管理運営状況 

（※ 管理規約に基づき実施した管理運営の状況を、別に定める様式により提出してください） 

 

３ 添付書類 

(1) 市長が必要と認める書類 

 

 


